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告 示

高知県告示第347号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 4項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関に係る事業者の主たる事務所の所在地の変更について次

のとおり届出があった。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第348号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 4項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関に係る事業所の名称の変更について次のとおり届出が

あった。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第349号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

区分

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

区分

事業所の

名称

四国医療

サービス

株式会社

四国医療

サービス

株式会社

四国医療

サービス

株式会社

事業所の

名称

変更年月

日

平成29年

7月 1日

〃

〃

変更年月

日

事業者の主た

る事務所の所

在地

高知市南竹島

町35番地

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地

高知市南竹島

町35番地

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地

高知市南竹島

町35番地

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地

事業所の所在

地

事業所の名称

及び所在地

四国医療サー

ビス株式会社

福祉事業部安

芸営業所

安芸市矢ノ丸

一丁目 7－ 8

四国医療サー

ビス株式会社

福祉事業部須

崎営業所

須崎市大間西

町 2－13

四国医療サー

ビス株式会社

四万十営業所

四万十市具同

2613－ 1

事業者の名称

及び主たる事

務所の所在地

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

四国医療

サービス

株式会社

やすらぎ

安芸営業

所

四国医療

サービス

株式会社

福祉事業

部安芸営

業所

四国医療

サービス

株式会社

やすらぎ

須崎営業

所

四国医療

サービス

株式会社

福祉事業

部須崎営

業所

四国医療

サービス

株式会社

やすらぎ

四万十営

業所

四国医療

サービス

株式会社

四万十営

業所

平成29年

7月 1日

〃

〃

安芸市矢ノ丸

一丁目 7－ 8

須崎市大間西

町 2－13

四万十市具同

2613－ 1

四国医療サー

ビス株式会社

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地

四国医療サー

ビス株式会社

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地

四国医療サー

ビス株式会社

愛媛県松山市

久万ノ台1195

番地
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な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 4項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関の事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

3　道路の区域

公 告

国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第 9条第 1項の規定に

よる高知県土地利用基本計画を平成30年 3 月27日に変更したの

で、同条第14項において準用する同条第13項の規定に基づきその

要旨を次のとおり公表する。

なお、その関係図書は、高知県土木部用地対策課並びに関係市

役所及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供する。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県土地利用基本計画図に係る変更の要旨

森林地域　高知市、室戸市及び佐川町において変更した。

教 育 長 訓 令

高知県教育長訓令第 2号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成30年 4 月10日

高知県教育長　伊藤　博明

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓

令

教育長の権限に属する事務決裁規程（昭和46年 3月高知県教育

廃止年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

嶺北広域行政事務組

合

長岡郡本山町本山

995

合同会社心愛

須崎市浦ノ内東分

2217番 2

高知調剤株式会社

高知市相生町 3番30

号

株式会社あさひ

高知市栄田町三丁目

7番 2号

社会福祉法人香南会

香南市赤岡町1160－

1

小規模特別養護老人ホー

ム大豊園

長岡郡大豊町津家1626

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

介護予防短期入所生活介

護

訪問看護ステーション心

愛

須崎市浦ノ内東分2217番

2

訪問看護

介護予防訪問看護

高知調剤薬局日章店

南国市田村乙2040－ 3

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指

導

四国調剤くれだ薬局

南国市久礼田101－13

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指

導

訪問看護ステーションキ

セキレイ

香南市赤岡町569番地Ｎ

Ｃハウス201号

訪問看護

介護予防訪問看護

平成29年 3

月31日

平成29年 6

月30日

平成29年 9

月30日

平成29年12

月16日

平成29年12

月31日

社会福祉法人香南会

香南市赤岡町1160－

1

訪問看護ステーションあ

おぞら

香南市赤岡町569番地 3

訪問看護

介護予防訪問看護

平成29年12

月31日

高知県告示第350号

国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所長から平成29年

12月高知県告示第752号（公共測量の実施の通知）で告示した公

共測量が平成30年 3月13日に終わった旨の通知があったので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第351号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、平成30年 4 月10日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　安田東洋

3　道路の区域

高知県告示第352号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、平成30年 4 月10日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成30年 4 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　安田東洋

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

安芸郡北川村島字東

影山804番 1から

安芸郡北川村島字下

生首871番15まで

〜 330前

〜 330後

15.2

68.8

37.4

127.8

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

安芸郡馬路村馬路字

峠山4284番 1地先か

ら

安芸郡馬路村馬路字

峠山4284番 1地先ま

で

安芸郡馬路村馬路字

峠山4284番 1地先か

ら

安芸郡馬路村馬路字

峠山4284番 1まで

〜 275前

〜 275後

6.3

11.3

20.4

104.3
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長訓令第 3号）の一部を次のように改正する。

別表 3 の( 3 )のアの項、 3 の( 4 )のアの項、 3 の( 5 )のアの

項、 3 の( 8 )のアの項、 3 の( 9 )のアの項及び 3 の(10)のアの

(ア)の項中「及び参事」を「、参事及び教育振興監」に改め、同

表備考 3中「参事」を「参事及び教育振興監」に改める。

附　則

この訓令は、公布の日から施行する。

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成 7年高知県

企業局管理規程第 9号）の規定により例によるとされている高知

県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第

8条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。

平成30年 4 月10日

高知県公営企業局長　北村　強

1　落札に係る特定役務の名称及び数量

高知県立あき総合病院清掃業務　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県立あき総合病院経営事業部経営事業課　安芸市宝永町

3番33号

3　落札者を決定した日

平成30年 2月15日

4 　落札者の氏名及び住所

高知ビル美装有限会社　高知市南ノ丸町58番16号

5 　落札金額

81,615,600円

6　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

平成29年12月26日


	目次
	告示
	○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関に係る事業者の主たる事務所の所在地の変更の届出
	○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関に係る事業所の名称の変更の届出
	○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出
	○公共測量の終了の通知
	○道路の区域変更（2件）

	公告
	○高知県土地利用基本計画の変更

	高知県教育長訓令
	◎教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令

	落札公告
	○落札者等の公告


